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３．放射性廃棄物管理の状況 

 

(1)  放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出管理の状況 

① 実用発電用原子炉施設  

放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出量は、全ての実用発電用原子炉施設において 

「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」に従い、施設周辺の公衆の受ける

線量目標値（年間 50 マイクロシーベルト）を達成するために安全審査の段階で評価され、その

ときの放出量を年間の放出管理目標値として保安規定に定め、これを超えないように管理され

ている。 

平成２８年度の放出量は、１Ｆ実施計画において管理するとしている福島第一原子力発電所

の５，６号機からの放射性廃棄物を含め、全ての実用発電用原子炉施設において、年間放出管

理目標値を下回っている。 

なお、一般公衆の実効線量については、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対す

る評価指針」等に基づき、それぞれの実用発電用原子炉施設から環境へ放出される気体及び液

体放射性廃棄物の影響について評価を行った結果、年間 1 マイクロシーベルト未満であった（福

島第一原子力発電所を除く。）。 

 

② 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 

放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出量は、原子炉設置許可時の審査の際に用いら

れた放出量を年間の放出管理目標値として保安規定に定め、これを超えないように管理されて

いる。 

平成２８年度の放出量は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじ

ゅ及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子炉廃止措置研究開発センターにおいて、

年間放出管理目標値を下回っている。 

なお、一般公衆の実効線量については、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対す

る評価指針」等に基づき、それぞれの研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設から環

境へ放出される気体及び液体放射性廃棄物の影響について評価を行った結果、年間 1 マイクロ

シーベルト未満であった。 

 

③ 加工施設 

加工施設においては、放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の３ヶ月間の平均濃度が、法

令に定める濃度限度を超えないように濃度管理目標値を保安規定に定め、これを超えないよう

に管理されている。平成２８年度は、いずれの四半期においても、この濃度管理目標値を下回

っている。 

 

④ 再処理施設 

 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出量は、事業指定（設置承認）時の審査の際の

周辺環境への評価に用いられた放出量を基に年間の放出管理目標値を保安規定に定め、これを

超えないように管理されている。 

平成２８年度の放出量は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構再処理施設及び日本原

燃(株)再処理事業所（再処理施設）の両施設で放出管理目標値を下回っている。 

なお、一般公衆の実効線量については、事業指定（設置承認）時の審査の際に用いられた評

価方法に基づき当該施設から環境へ放出される気体及び液体放射性廃棄物の影響について評価

を行った結果、年間 1 マイクロシーベルト未満であった。 

 

⑤ 廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設 

廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設においては、放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の

３ヶ月間の平均濃度を管理目標値として保安規定に定め、これを超えないように管理されてい

る。 



―７― 

平成２８年度は、いずれの四半期においてもこの濃度管理目標値を下回っている。なお、国

立研究開発法人日本原子力研究開発機構廃棄物管理施設については、廃棄物管理施設の技術基

準に適合するよう、放射性液体廃棄物の放出量を、事業指定（認可承認）時の審査の際の周辺

環境への評価に用いられた放出量を基に年間の放出管理目標値を定め、これを超えないように

管理されており、平成２８年度の放出量は放出管理目標値を下回っている。 

 

参考として、実用発電用原子炉施設及び研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設につ

いて、平成１９年度以降の各年度の放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出量を参考資料

１から参考資料４に示した。 

放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出放射能は、「発電用軽水型原子炉施設における

放出放射性物質の測定に関する指針」に基づき又は準じて測定したものである。なお、測定時に

おいて放出放射能濃度が検出限界濃度未満の場合は、表中に N.D.と表示している。 

 

【注】本報告の指数数値については、見易くするため、ａ×１０＋ｂをａＥ＋ｂと表記している。 

    例）５．１×１０＋１２＝５．１Ｅ＋１２ 

  




